
山口県

「聞こえの相談窓口」が開設されました

「聞こえの相談窓口」とは
難聴児の健やかな成長や発達保障に資することを目的とした県の事業です。

どんな支援を行いますか？
〇家族への相談支援
難聴児とその家族に対する聞こえの知識の提供や適切な療育機関の選択、聴こえに対する悩

みや不安などに対する相談支援を行います。

〇保育所などへの巡回支援
難聴児が通う園や施設、学校などを訪問し、スタッフに対して該当児童の状態像に応じた支

援の方法について助言や情報提供を行います。

○関係機関などとの連絡調整
地域の医療・福祉・教育機関など各関係機関と連携を図り、相互に助言や協力を行います。

どうすれば利用できますか？
まず、山口県のホームページからお申込みください。

申込者は難聴児やその家族だけでなく、難聴児と関わる関係者であればどなたでも構いません。

東部対象地域であれば、鼓ヶ浦こども医療福祉センターが相談をお受けします。

東部対象地域は岩国市、和木町、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、下松市、

光市、周南市です。

鼓ヶ浦こども医療福祉センター

【お問い合わせ】

山口県健康福祉部障害者支援課 在宅福祉推進班

TEL：083-933-2764

FAX：083-933-2779

＊相談対応機関である鼓ヶ浦こども医療福祉センターでは、言語聴覚士を

中心に、必要に応じて医師・保健師・保育士等と連携し、家庭や保育所な

どへの訪問等を行い相談支援に対応します。

保育所などで過ごす難聴児の保護者や先生の「ちゃんと先生やお友達の

のお話が聴こえているだろうか」「難聴児にどのような配慮が必要なか」

といった不安などがありましたら、気軽にご相談ください.


